
議案第１０３号 

   佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設条例の改正について 

佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設条例の一部を改正する条例を

次のように定めます。 

令和７年１２月５日提出 

佐野市長 金 子  裕   

佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設条例の一部を改正する

条例 

佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設条例（平成１９年佐野市条

例第５０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項を次のように改める。 

  余熱施設の開館時間又は利用時間は、次のとおりとする。 

名称 開館時間又は利用時間 

屋内施設 午前９時から午後１１時まで。ただし、日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）は、午前９時から午後９時

まで 

屋外施設（多目的運

動場及び駐車場を除

く。） 

午前９時から午後１０時まで。ただし、日曜

日、土曜日及び休日は、午前９時から午後９時

まで 

多目的運動場 午前９時から午後１１時まで。ただし、日曜

日、土曜日及び休日は、午前９時から午後９時

まで 

駐車場 午前８時３０分から午後１１時３０分まで。た

だし、日曜日、土曜日及び休日は、午前８時３

０分から午後９時３０分まで 

 第６条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 余熱施設の休館日又は休場日は、次のとおりとする。 

 (１) 第１金曜日及び第３金曜日 



 (２) １２月３０日から翌年の１月２日までの日 

 (３) 定期点検日 

別表第１項第１号の表及び別表第２項の表中 

午前１１時から正午まで  午前９時から正午まで  

正午から午後７時まで を 正午から午後７時まで に改 

午後７時から午後１２時まで  午後７時から午後１１時まで  

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設条

例の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可について適用し、同日

前の利用の許可については、なお従前の例による。 

 

 

理 由 

 余熱施設の開館時間、休館日等を変更するため本条例を改正したいので

提案するものです。 

「 

」 」 

「 



議案第１０３号参考資料 

佐野市みかもクリーンセンター余熱利用施設条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

（開館時間又は利用時間及び休館日又は休場日） （開館時間又は利用時間及び休館日又は休場日） 

第６条 余熱施設の開館時間又は利用時間及び休館日又は休場日は、次のとおりとする。 第６条 余熱施設の開館時間又は利用時間は、次のとおりとする。 

名称 開館時間又は利用時間 休館日又は休場日 

屋内施設 午前９時から午後11時まで。ただし、

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日（以下「休日」という。）

は、午前９時から午後９時まで 

(１) 第１金曜日及び第

３金曜日 

(２) 12月30日から翌年

の１月２日までの日 

(３) 定期点検日 

屋外施設（多目的

運動場及び駐車場

を除く。） 

午前９時から午後10時まで １月１日及び同月２日 

多目的運動場 午前11時から午後11時まで。ただし、

金曜日及び土曜日は、正午から午後12

時まで 

１月１日及び同月２日 

駐車場 午前８時30分から午後11時30分まで。

ただし、金曜日及び土曜日は、午前８

時30分から翌日の午前０時30分まで 

１月１日及び同月２日 

 

名称 開館時間又は利用時間 

屋内施設 午前９時から午後11時まで。ただし、

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日（以下「休日」という。）

は、午前９時から午後９時まで 

屋外施設（多目的

運動場及び駐車場

を除く。） 

午前９時から午後10時まで。ただし、

日曜日、土曜日及び休日は、午前９時

から午後９時まで 

多目的運動場 午前９時から午後11時まで。ただし、

日曜日、土曜日及び休日は、午前９時

から午後９時まで 

駐車場 午前８時30分から午後11時30分まで。

ただし、日曜日、土曜日及び休日は、

午前８時30分から午後９時30分まで 
 

 ２ 余熱施設の休館日又は休場日は、次のとおりとする。 

 (１) 第１金曜日及び第３金曜日 

 (２) 12月30日から翌年の１月２日までの日 

 (３) 定期点検日 



２ 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、市長の承

認を受けて、開館時間、利用時間、休館日若しくは休場日を変更し、又は臨時に休館日

若しくは休場日を定めることができる。 

３ 指定管理者は、前２項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、市長の

承認を受けて、開館時間、利用時間、休館日若しくは休場日を変更し、又は臨時に休館

日若しくは休場日を定めることができる。 

別表（第13条関係） 別表（第13条関係） 

１ 個人利用 １ 個人利用 

(１) 都度利用 (１) 都度利用 

区分 
金額 

一般 70歳以上 中学生以下 

（略） （略） （略） （略） 

多目的

運動場 

平日 午前11時から正午まで 550円 280円 280円 

正午から午後７時まで 550円 280円 280円 

午後７時から午後12時まで 880円 440円 440円 

（略） （略） （略） （略） 
 

区分 
金額 

一般 70歳以上 中学生以下 

（略） （略） （略） （略） 

多目的

運動場 

平日 午前９時から正午まで 550円 280円 280円 

正午から午後７時まで 550円 280円 280円 

午後７時から午後11時まで 880円 440円 440円 

（略） （略） （略） （略） 
 

(２) （略） (２) （略） 

 ２ 専用利用  ２ 専用利用 

区分 金額 

（略） （略） （略） 

多目的運動場 １面１時間

につき 

平日 午前11時から正午まで 3,300円 

正午から午後７時まで 5,500円 

午後７時から午後12時まで 8,800円 

（略） （略） 
 

区分 金額 

（略） （略） （略） 

多目的運動場 １面１時間

につき 

平日 午前９時から正午まで 3,300円 

正午から午後７時まで 5,500円 

午後７時から午後11時まで 8,800円 

（略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 


